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■
申
告
が
必
要
な
場
合（
主
な
例
）

昨
年
１
月
１
日
～

月

日
に
次

１２

３１

の
陰
～
烏
の
収
入
が
あ
っ
た
場
合
、

申
告
が
必
要
で
す
。

陰
営
業
等
・
農
業
、
不
動
産
な
ど
の

収
入

隠
２
カ
所
以
上
の
給
与

韻
生
命
保
険
契
約
の
満
期
金
や
解
約

の
一
時
金
な
ど

吋
株
式
な
ど
の
配
当
金

右
所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い

な
い
日
雇
い
賃
金
な
ど

宇
土
地
・
建
物
な
ど
の
売
却
収
入

烏
公
的
年
金
な
ど（
遺
族
年
金
や
障

害
者
年
金
を
除
く
）の
収
入

※
収
入
が

万
円
以
下
で
、
か
つ
公

400

的
年
金
以
外
の
所
得
が

万
円
以

２０

下
の
人
は
、
確
定
申
告
は
不
要
で

す
。

■
申
告
書
の
発
送

昨
年
の
申
告
状
況
に
基
づ
き
、
市

県
民
税
申
告
書
が
１
月
下
旬
に
市
役

所
か
ら
、
確
定
申
告
書
が
２
月
上
旬

に
税
務
署
か
ら
届
き
ま
す
。

申
告
書
は
、
市
民
税
課
、
桜
井
・

南
部
支
所
、
北
部
出
張
所
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。

■
申
告
に
必
要
な
も
の（
主
な
例
）

該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
、
書

類
の
原
本
が
必
要
で
す
。

陰
源
泉
徴
収
票
な
ど
、
収
入
金
額
が

わ
か
る
も
の（
必
要
に
応
じ
、
配

各
種
控
除
を
受
け
る
と
、
税
額

が
安
く
な
っ
た
り
、
税
金
が
還
付

さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
場
合
で
も
、

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
申
告
が

必
要
で
す
。

■
住
宅
ロ
ー
ン
の
特
別
控
除

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、

自
宅
の
新
築
・
購
入
な
ど
を
し
、

昨
年
中
に
入
居
し
た
場
合
の
申
告

に
は
、
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

暫
住
民
票
の
写
し

暫
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書

暫
請
負
・
売
買
契
約
書
な
ど
家
屋

の
取
得
価
額
が
分
か
る
書
類
の

写
し
、
交
付
を
受
け
た
補
助
金

の
額
が
分
か
る
書
類

暫
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金

の
年
末
残
高
証
明
書

暫
敷
地
な
ど
の
登
記
事
項
証
明
書
、

分
譲
に
係
る
契
約
書
の
写
し

暫
上
記「
申
告
に
必
要
な
も
の
」で

該
当
す
る
も
の

■
要
介
護
認
定
が
あ
る
人
の
控
除

申
告
の
際
に
次
の
書
類
が
あ
る

と
、
該
当
の
控
除
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

陰
障
害
者
控
除
の
認
定
書

※
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
が
な
く

て
も
、
こ
の
認
定
書
で
障
害
者

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

隠
医
療
費
控
除
の
確
認
書

※
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
必

要
な
医
師
発
行
の
お
む
つ
使
用

証
明
書
が
な
く
て
も
、
こ
の
確

認
書
で
使
用
証
明
書
に
か
え
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
対
象

要
介
護
認
定
が
あ
り
、

陰
糸

歳
以
上
の
人

隠
糸
寝
た

６５

き
り
状
態
で
、
昨
年
も
申
告
の
あ

る
人

●
申
し
込
み

介
護
保
険
証
を
持

っ
て
社
会
福
祉
課（
察〈

〉２
２

７１

２
３
）へ

※
認
定
書
・
確
認
書
は
、
申
し
込

み
後
１
週
間
程
度
で
送
付
。

■
そ
の
他
の
控
除

こ
こ
で
記
載
し
た
控
除
の
ほ
か

に
も
、
社
会
保
険
料
や
生
命
保
険

料
な
ど
の
控
除
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
刈
谷
税
務
署
、
市
市
民
税

課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

各
種
控
除
の
申
告
も
お
忘
れ
な
く

■問諮刈谷税務署（緯〈２１〉６２１１）
市市民税課（緯〈７１〉２２１４）

し
、
申
告
書
の
控
え（
２
枚
目
）は
必

ず
手
元
に
残
し
て
く
だ
さ
い
。

市
役
所
会
場
で
提
出
す
る
確
定
申

告
書
に
は
、
控
え
に
収
受
印
を
押
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
収
受
印
が
必

要
な
場
合
は
、
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
て
郵
送
す
る
か
、
刈
谷
税
務
署
に

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
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韻
申
告
分
離
課
税
を
選

択
す
る
上
場
株
式
等

の
配
当
所
得
、
先
物

取
引
に
よ
る
雑
所
得

の
申
告

吋
相
続
・
贈
与
な
ど
に

係
る
生
命
保
険
契
約

な
ど
に
基
づ
く
年
金

の
申
告

右
贈
与
税
・
相
続
税
・

消
費
税
の
申
告

宇
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
初
回
申
告

烏
住
宅
耐
震
改
修
、
認

定
長
期
優
良
住
宅
等

に
係
る
特
別
控
除
の
申
告

■
刈
谷
税
務
署
会
場

●
開
設
期
間

２
月

日
昭
～
３
月

１３

日
捷
午
前
９
時
～
午
後
５
時（
松
、

１７２
月

日
掌
、
３
月
９
日
掌
・

日

１６

１６

掌
を
除
く
）

※
受
け
付
け
は
午
後
４
時
ま
で
。

●
場
所

右
下
図
の
と
お
り

●
そ
の
他

還
付
申
告
書
は
１
月
か

ら
提
出
で
き
ま
す

■
申
告
書
の
提
出

記
入
し
た
申
告
書
は
、
各
会
場
へ

持
参
す
る
か
、
郵
送
で
提
出
で
き
ま

す
。
確
定
申
告
書
は
刈
谷
税
務
署
、

市
県
民
税
申
告
書
は
市
役
所
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
書
を
提

出
す
る
際
は
、
１
枚
目
の
み
を
提
出

く
だ
さ
い
。

な
お
、
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り

ま
す
。
来
場
に
は
、
徒
歩
・
自
転
車
、

あ
ん
く
る
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
出
張
申
告
相
談
会
場
・
安
城
市
役

所
相
談
会
場

●
と
き
／
と
こ
ろ
／
対
象
地
区

左

表
の
と
お
り

●
会
場
で
の
流
れ

受
け
付
け
に
て

必
要
書
類
を
確
認
後
、
番
号
札
を
渡

し
ま
す
。
番
号
が
呼
ば
れ
る
ま
で
、

会
場
内
で
お
待
ち
く
だ
さ
い

●
次
の
申
告
相
談
は
刈
谷
税
務
署
へ

陰
営
業
等
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の

申
告

隠
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
の
譲
渡

所
得

偶
者
の
分
も
）

隠
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
、
損

害
保
険
料
の
支
払
証
明
書

韻
社
会
保
険
料（
国
民
健
康
保
険
税
、

国
民
年
金
保
険
料
な
ど
）の
納
付

額
証
明
書
ま
た
は
領
収
書

吋
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

※
事
前
に
領
収
書
の
合
計
額
と
保
険

な
ど
に
よ
る
補
て
ん
額
が
分
か
る

よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

右
認
め
印

宇
申
告
者
名
義
の
口
座（
金
融
機
関

名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
）が
分

か
る
も
の

◎
申
告
会
場
の
ご
案
内

い
ず
れ
の
会
場
も
大
変
混
雑
し
ま

す
。
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し

出張申告相談会場・安城市役所相談会場

対象地区ところとき

石井・和泉町
南部公民館

２月４日昇

東端・根崎・城ヶ入町２月５日昌

里・橋目・柿 ・尾崎
町北部公民館

２月６日昭

宇頭茶屋・浜屋・東栄・
今本町２月７日晶

堀内・川島・村高・桜
井町桜井福祉セ

ンター
（桜井公民
館ではあり
ません）

２月１３日昭

東・姫小川・小川・野
寺・寺領・木戸・藤井
町

２月１４日晶

市内全域安城市役所
２月１７日捷～
３月１７日捷

（松掌を除く）

納
付
額
証
明
書
な
ど
は
…

●
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護

保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
付
額
証
明
書

市
か
ら
該
当
者
へ
送
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
年
金
か
ら
引

き
落
と
し
を
し
て
い
る
人
は
、

源
泉
徴
収
票
に
金
額
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
国
民
年
金
保
険
料

刈
谷

年
金
事
務
所（
刈
谷
市
）に
て
、

控
除
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い

※時間はいずれも午前９時～午後４時。対象地区
は目安です。どの地区でも受け付けできます。

※市役所の２月１７日捷～２８日晶は、市職員のほか
に税理士も申告相談に応じます。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

で
は
、
い
つ
で
も
確
定
申
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
Ｕ
Ｒ
Ｌ

http://w
w
w
.n

ta.go.jp /

（〒４４８－８５２３刈谷市若松町１－４６－１）


